
資
　
料

　
　
　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
對
照
表
法
税
務
通
達
の
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
　
藤
　
　
正
　
　
一

　
筆
者
は
本
誌
第
四
号
に
、
一
九
五
〇
年
七
月
六
日
付
の
「
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
税
務
通
達
」
の
全
文
の
拙
訳
を
公
に

し
て
お
い
た
が
、
そ
の
後
に
至
っ
て
「
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
税
務
通
達
の
変
更
お
よ
び
補
充
に
関
す
る
行
政
命
令
」
（
一

九
五
一
年
五
月
二
十
八
日
）
（
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
a
n
o
r
d
n
u
n
g

b
e
t
r
e
f
f
e
n
d

A
e
n
d
e
r
u
n
g

u
n
d

E
r
g
a
n
z
u
n
g
d
e
r

s
t
e
u
e
r
l
i
c
h
e
n

　
R
i
c
h
t
l
i
n
i
e
n

z
u
m

D
-
M
a
r
k
b
i
l
a
n
z
g
e
s
e
t
z

v
o
m

2
8

M
a
i

1
9
5
1
）
に
よ
り
、
少
か
ら
ぬ
改
正
と
補
充
と
が
行
わ
れ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
は
そ
の
改
正
お
よ
び
補
充
の
条
項
を
、
前
回
の
拙
訳
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
必
要
な
条
項
の
み
を
か
か
げ
、
そ
れ
等
が
原
初
の
各
条
項
に
対
し
て
有
す
る
関
係
を
『
訳
者
註
』
と
し
て
付

記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
回
の
拙
稿
と
対
照
し
て
頂
か
な
け
れ
ば
殆
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
簡
単
な
解
説
を
も
付
す
る
紙
面
の

余
裕
の
な
い
こ
と
も
前
回
同
様
で
あ
る
。
只
こ
れ
が
為
に
は
　
F
a
l
k
｡

D
r
.
R
u
d
o
l
f
｡

D
-
M
a
r
k
b
i
l
a
n
z
g
e
s
e
t
z

u
n
t
e
r

B
e
r
i
i
c
k
-

s
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r

3

D
-
M
a
r
k
b
i
l
a
n
z
e
r
g
i
i
n
z
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
e
｡
F
r
a
n
k
f
u
r
t

a
.

M
.

1
9
5
5
が
採
録
す
る
補
充
変
更
後
の
全
文
を
、

　
　
　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
税
務
通
達
の
改
正
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前
回
の
訳
文
に
お
い
て
準
拠
し
た
S
c
h
m
o
l
d
e
r
等
や
M
e
s
s
n
e
r
な
ど
に
お
け
る
原
文
と
、
逐
条
的
に
対
照
す
る
方
法
を
採
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
同
改
正
命
令
の
公
式
に
発
表
せ
ら
れ
た
連
邦
租
税
公
報
（
B
u
n
d
e
s
s
t
e
u
e
r
b
l
a
t
t

1
9
5
1
T
e
i
l
I

S
.
1
7
4
）
に
拠
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
採
録
せ
ら
れ
た
各
条
項
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
補
充
変
更
に
関
す
る
著
者
の
解
説
が
付
せ

ら
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
な
お
念
の
為
に
は
公
報
所
載
の
も
の
を
も
参
照
す
る
必
要
の
あ
る
個
所
の
あ
る
こ
と
は
、
後
出
の
訳
者
註

に
て
も
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
目
下
そ
の
方
便
を
持
た
な
い
。
ま
た
第
何
条
関
係
と
い
う
条
項
の
指
示
お
よ
び
本

文
中
の
条
項
が
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
自
体
の
そ
れ
等
を
指
す
こ
と
は
、
す
べ
て
前
回
拙
稿
の
場

合
と
同
様
で
あ
る
。
本
稿
は
ま
た
筆
者
が
受
け
た
昭
和
三
十
二
年
度
の
文
部
省
の
研
究
費
に
よ
る
も
の
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
付
記

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
条
お
よ
び
第
二
条
関
係

　
　
一
ａ
、
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
よ
り
同
六
月
二
十
五
日
ま
で
の
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
建
の
營
業
取
引

　
西
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
第
八
十
二
条
第
四
項
に
よ
り
、
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
よ
り
同
六
月
二
十

五
日
ま
で
の
期
間
の
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
建
の
営
業
取
引
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
に
こ
れ
を
採
り
入
れ
る
も
の

と
す
る
。
住
所
又
は
営
業
指
揮
を
連
邦
地
域
に
有
す
る
納
税
義
務
者
は
、
ベ
ル
リ
ン
又
は
そ
の
他
の
ソ
ヴ
エ
ト
占
領
地
区
に
有
つ
支

店
お
よ
び
そ
の
他
の
経
営
個
所
に
お
け
る
取
引
に
つ
き
、
右
に
準
じ
て
こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
一
目
の
次
に
木
目
を
追
加
。

　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
二
条
乃
至
第
六
条
関
係

　
　
Ξ
、
住
所
移
轉
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ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
一
号
に
よ
り
廃
止
せ
ら
れ
た
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
代
え
る
に
、
ド
イ
ツ
・

マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
二
条
乃
至
第
六
条
な
ら
び
に
第
十
二
条
の
規
定
を
以
っ
て
す
る
。
こ
れ
等
の
規
定
に
該
当
す
る
納
税

義
務
者
の
こ
れ
ま
で
に
決
定
し
て
い
る
査
定
は
、
今
後
も
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
訳
者
註
）
本
目
は
右
の
通
り
に
改
正
。

　
第
十
六
条
関
係

　
　
七
ａ
、
建
設
中
の
建
物

　
第
十
六
条
は
建
設
中
の
建
物
に
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
ラ
イ
ヒ
評
価
施
行
令
第
三
十
三
条
ａ
第
三
項
に
よ
り
確
定
せ
ら
れ
た

統
一
価
格
は
、
第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
統
一
価
格
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
七
目
の
次
に
木
目
を
追
加
。
な
お
第
九
目
に
は
変
更
追
加
と
も
無
い
が
、
前
回
拙
稿
の
訳
者
註
に
お
い
て
掛
念
し
た
□
の
付
号
は

　
　
無
い
こ
と
が
正
し
い
。

　
第
十
七
条
関
係

　
　
一
一
ａ
、
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
の
評
價

　
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
収
益
又
は
そ
の
他
の
売
上
収
入
を
処
分
す
る
可
能

性
が
無
制
限
に
存
す
る
。
よ
っ
て
こ
れ
等
の
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
制
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
こ
の
場
合
、
西
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
の
規
定
に
よ
る
評
価
と
の
一
致
を
期
す
る
た
め
、
更
に
次

の
諸
原
則
に
従
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
ａ
、
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
の
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
十
二
月
二
十
九
日
付
ベ
ル
リ
ン
に
お
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け
る
財
産
課
税
の
新
規
制
に
関
す
る
第
一
次
法
（
西
ベ
ル
リ
ン
用
命
令
公
報
一
九
五
一
年
Ｉ
の
二
六
頁
）
第
四
面
第
三
条
に
よ

　
　
る
、
一
九
四
九
年
四
月
一
日
現
在
の
特
別
の
調
整
お
よ
び
特
別
の
事
後
決
定
を
顧
慮
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
ｂ
、
価
値
低
減
に
対
し
地
租
軽
減
措
置
の
許
容
せ
ら
れ
た
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
に
つ
い
て
は
、

　
　
基
準
と
な
る
統
一
価
格
は
こ
の
価
値
低
減
に
応
じ
て
、
よ
り
低
く
そ
れ
を
掲
上
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
（
西
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ

　
　
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
第
十
六
条
第
三
項
参
照
）

　
ｃ
、
統
一
価
格
の
決
定
に
当
り
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
土
地
及
び
そ
の
構
成
部
分
か
、
土
地
の
価
格
を
以
っ
て
（
ラ
イ
ヒ

　
　
評
価
法
第
五
十
二
条
第
二
項
、
ラ
イ
ヒ
評
価
法
施
行
令
第
四
十
条
）
評
価
せ
ら
れ
る
と
き
、
第
五
条
第
一
項
に
よ
る
価
格
が
基

　
　
準
と
な
る
統
一
価
格
よ
り
低
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
最
高
限
と
し
て
掲
げ
る
も
の
と
す
る
（
西
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク

　
　
貸
借
対
照
表
法
第
十
六
条
第
五
項
参
照
）
。

　
（
訳
者
註
）
第
十
一
目
の
次
に
本
目
を
追
加
。

　
第
十
八
条
第
一
項
関
係

　
　
一
五
ａ
、
僅
少
價
格
の
經
濟
財

　
一
九
四
六
年
度
の
所
得
税
通
達
第
四
十
三
目
第
四
項
の
意
味
の
設
備
財
産
た
る
僅
少
価
格
の
経
済
財
も
亦
、
第
十
八
条
に
従
っ
て

評
価
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
十
五
目
の
次
に
本
目
を
追
加
。
但
し
フ
ァ
ル
ク
の
採
録
に
あ
っ
て
は
、
補
充
又
は
変
更
の
も
の
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
て
示
す
と
断

　
　
っ
て
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
目
は
そ
れ
に
よ
る
指
示
と
な
っ
て
い
な
い
。

　
第
十
八
条
第
三
項
ｂ
号
最
終
段
関
係
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一
八
ａ
、
全
額
償
却
濟
の
諸
物
件

　
全
額
償
却
済
の
物
件
に
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
上
に
残
存
価
格
に
て
表
示
せ
ら
れ
て
い
る
物
件
も
、
亦
こ
れ

に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
十
八
目
の
次
に
本
目
を
追
加
。

　
第
十
九
条
関
係

　
　
一
九
ａ
、
参
加
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
財
産
た
る
有
償
證
券
の
評
價

　
第
二
十
二
条
第
一
項
に
よ
り
評
価
す
べ
き
参
加
お
よ
び
そ
の
他
の
設
備
財
産
た
る
有
価
証
券
は
、
ラ
イ
ヒ
評
価
法
第
十
三
条
第
三

項
に
よ
り
増
額
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
段
に
よ
り
基
準
と
な
る
税
務
上
の
相
場
価
格
が

ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
に
よ
る
最
終
の
財
産
税
査
定
の
為
に
決
定
さ
れ
た
税
務
上
の
相
場
価
格
の
引
上
げ
ら
れ
た
割
合
だ
け
引
上
げ
ら

れ
て
も
、
異
議
を
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
訳
者
註
）
第
十
九
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
第
二
十
条
関
係

　
　
ニ
ニ
ａ
、
金
の
手
特
高
の
評
價

　
純
金
の
評
価
に
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
最
高
四
六
〇
三
・
七
六
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
再
調
達
価
格
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
ニ
ニ
ｂ
、
烟
草
製
品
の
評
價

　
烟
草
製
品
の
評
価
に
は
、
原
則
と
し
て
第
二
十
三
目
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
苛
酷
の
考
慮
に
つ
い
て
は
第
六
十
六
目
を
看
よ
。
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（
訳
者
註
）
以
上
の
二
目
を
第
二
二
目
の
次
に
追
加
。

　
　
二
五
、
新
幣
制
地
域
外
の
棚
卸
財
産
た
る
物
件

　
目
　
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
に
新
幣
制
地
域
お
よ
び
西
ベ
ル
リ
ン
以
外
の
ド
イ
ツ
国
に
存
在
し
た
棚
卸
財
産
た
る
物
件
が
、

一
九
四
八
年
九
月
一
日
以
前
に
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
（
東
部
）
に
対
し
て
譲
渡
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
取
引
上
通
例
の
総
益
額
の
控
除
の

下
に
、
次
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
（
西
部
）
に
対
す
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
（
東
部
）
の
一
定
の
割
合
よ
り
生
ず
る
価
格
を
最
高

限
と
し
て
計
上
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
　
　
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
よ
り
一
九
四
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
き
　
　
　
　
　
二
対
一

　
　
　
一
九
四
八
年
八
月
一
日
よ
り
一
九
四
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
三
対
一

　
　
（
訳
者
註
）
本
目
は
そ
の
第
三
項
が
改
め
ら
れ
た
も
の
。
確
定
し
た
換
算
割
合
を
追
加
し
、
且
つ
制
限
期
日
の
表
現
上
の
ミ
ス
を
訂
正
し
た
と
思

　
　
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
二
六
、
取
引
上
通
例
の
總
益
額

　
取
引
上
通
例
の
総
益
額
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
個
々
の
経
営
の
原
価
計
算
上
の
付
加
額
を
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
　
（
訳
者
註
）
第
二
十
六
目
の
第
二
段
と
し
て
右
を
追
加
。

　
　
二
六
ａ
、
」
九
四
八
年
九
月
一
日
以
前
の
同
一
種
類
商
品
の
代
替
品
の
譲
渡

　
同
一
種
類
商
品
の
代
替
品
の
評
価
に
当
っ
て
は
、
第
二
十
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
き
、
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
に
現
存
し
た

在
庫
商
品
が
最
先
に
売
却
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
出
発
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
注
）
第
二
十
六
目
の
次
に
右
を
追
加
。
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第
二
十
二
条
関
係

　
　
二
九
ａ
、
人
的
會
社
に
對
す
る
持
分
の
評
價
（
第
二
項
）

　
人
的
会
社
に
対
す
る
持
分
は
暫
定
的
に
、
人
的
会
社
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
資
本
持
分
に
当
る
金
額
を

以
っ
て
、
こ
れ
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二
九
ｂ
、
最
初
の
受
託
者
と
し
て
の
新
幣
制
地
域
外
の
銀
行
機
關
に
記
録
せ
ら
れ
て
い
る
新
幣

　
　
　
　
　
　
制
地
域
の
發
行
者
の
有
價
證
券
（
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
）

　
有
価
証
券
整
理
法
に
よ
り
、
最
初
の
受
託
者
と
し
て
の
新
幣
制
地
域
又
は
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
銀
行
機
関
な
ら
び
に
ソ

ヴ
エ
ト
地
域
及
び
ベ
ル
リ
ン
の
ソ
ヴ
エ
ト
地
区
に
お
け
る
銀
行
機
関
に
記
録
せ
ら
れ
、
振
替
混
合
寄
託
と
な
っ
て
い
る
有
価
証
券
は

整
理
の
為
の
申
告
が
行
わ
れ
得
る
が
故
に
、
最
初
の
受
託
者
と
し
て
の
ソ
ヴ
エ
ト
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
の
ソ
ヴ
エ
ト
地
区
に
お
け

る
銀
行
機
関
に
記
録
せ
ら
れ
て
い
る
有
価
証
券
も
亦
、
第
二
十
二
条
第
四
項
に
よ
っ
て
評
価
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
れ
等
の
有
価

証
券
が
新
幣
制
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
の
銀
行
機
関
に
記
録
せ
ら
れ
た
有
価
証
券
と
異
っ
て
貸
借
対
照
表
日
に
売
却
さ
れ

得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
有
価
圧
巻
整
理
法
に
お
け
る
同
一
の
取
扱
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と

す
る
。

　
　
－
一
九
ｃ
、
新
幣
制
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
以
外
の
封
緘
保
管
所
に
在
る
が
、
最
初
の

　
　
　
　
　
　
受
託
者
と
し
て
の
新
幣
制
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
の
銀
行
機
關
に
記
録
せ

　
　
　
　
　
　
ら
れ
た
、
新
幣
制
地
域
の
發
行
者
の
有
價
證
券
（
第
五
項
）

　
新
幣
制
地
域
外
の
封
緘
保
管
所
に
在
る
が
、
最
初
の
受
託
者
と
し
て
の
新
幣
制
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
の
銀
行
機
関
に
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記
録
せ
ら
れ
た
、
新
幣
制
地
域
の
発
行
者
の
有
価
証
券
は
、
有
価
証
券
整
理
法
が
新
幣
制
地
域
外
の
封
緘
保
管
所
に
お
け
る
有
価
証

券
と
振
替
混
合
寄
託
の
有
価
証
券
と
の
間
に
何
等
の
差
別
を
設
け
な
い
か
ら
、
「
特
別
の
理
由
の
存
在
の
故
に
」
、
第
二
十
二
条
第

四
項
の
金
額
計
上
に
準
じ
て
こ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二
九
ｄ
、
暫
定
金
額

　
暫
定
金
額
は
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
よ
り
高
い
計
上
金
額
が
必
要
と
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
な
お
暫
定
的
の
も
の
と
す
る
。

　
　
（
訳
者
注
）
以
上
四
目
と
も
、
第
二
十
九
目
の
次
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
。
な
お
フ
ァ
ル
ク
の
採
録
で
は
、
第
二
十
二
条
関
係
の
第
二
十
九

　
　
目
に
続
け
て
、
更
ら
に
数
行
が
付
加
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
付
加
せ
ら
れ
た
通
達
の
本
文
と
見
難
い
節
が
あ
る
の
で
省
略
し
た
。
正
確
に

　
　
は
公
報
掲
載
の
も
の
を
参
照
す
る
要
が
あ
る
。

　
第
二
十
四
条
お
よ
び
第
三
十
条
関
係

　
　
二
九
ｅ
、
ド
イ
ツ
・
ノ
ー
テ
ン
バ
ン
ク
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
よ
る
債
權
・
銀
行
預
金
な
ら
び

　
　
　
　
　
　
に
現
金
在
高
、
お
よ
び
債
務

　
ド
イ
ツ
・
ノ
ー
テ
ン
バ
ン
ク
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
ー
１
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
（
東
部
）
－
に
よ
る
債
権
、
銀
行
預
金
な
ら
び
に
現

金
在
高
お
よ
び
債
務
は
、
二
対
一
の
相
場
を
最
高
限
と
し
て
こ
れ
を
計
上
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
　
（
訳
者
註
）
第
二
十
四
条
お
よ
び
第
三
十
条
関
係
と
し
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も
の
。

　
第
二
十
六
条
関
係

　
　
　
Ξ
一
ａ
、
旧
勘
定

　
　
］
」
換
算
令
に
対
す
る
一
九
四
九
年
十
二
月
二
十
三
日
付
ベ
ル
リ
ン
施
行
規
則
第
十
九
号
（
旧
勘
定
規
則
、
西
ベ
ル
リ
ン
に
対
す
る
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命
令
公
報
一
九
四
九
年
Ｉ
五
〇
九
頁
）
に
基
づ
く
債
権
は
、
一
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
備
忘
項
目
を
以
っ
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
�
こ
れ
と
異
る
最
終
決
定
的
金
額
が
計
上
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
換
算
額
の
少
く
と
も
百
分
の
五
〇
に
達
す
る
限
り
、
異
議
を
唱
え

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
訳
者
註
）
第
二
十
六
条
関
係
と
し
て
新
た
に
追
加
。

　
第
二
十
七
条
お
よ
び
第
三
十
四
条
関
係

　
　
三
二
ａ
、
借
入
差
金
の
評
價

　
借
入
差
金
が
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
項
目
は
そ
の
基
礎
と
な
る
債
務
関
係

の
換
算
に
当
っ
て
用
い
ら
れ
た
割
合
で
、
計
算
区
分
項
目
と
し
て
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

　
　
三
ニ
ｂ
、
建
築
費
割
增
金

　
円
賃
借
人
が
賃
借
の
土
地
お
よ
び
そ
の
構
成
部
分
の
上
に
す
る
建
物
の
建
設
の
為
に
、
建
築
費
割
増
金
を
給
付
し
た
と
き
は
、
建

築
費
割
増
金
を
積
極
財
産
に
計
上
し
、
賃
貸
借
関
係
の
継
続
期
間
中
に
均
分
し
て
こ
れ
を
償
却
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
賃
借
人
の
ラ
イ

ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
に
表
示
せ
ら
れ
た
建
築
費
割
増
金
は
、
過
大
な
費
用
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
一
ラ
イ

ヒ
ス
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
割
合
で
、
計
算
区
分
項
目
と
し
て
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

　
�
失
わ
れ
た
賃
借
割
増
金
と
し
て
供
与
せ
ら
れ
た
賃
借
人
の
建
築
費
割
増
金
に
つ
い
て
も
、
前
項
同
様
と
す
る
。

　
　
三
二
ｃ
、
賞
與
・
休
暇
手
當
・
ク
リ
ス
マ
ス
手
當
の
區
分
計
算

　
幣
制
改
革
後
に
支
払
わ
れ
た
賞
与
、
休
暇
手
当
、
ク
リ
ス
マ
ス
手
当
は
、
一
部
分
は
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
時
期
の
費
用
で
あ
り
得

る
。
こ
れ
等
の
場
合
に
は
こ
れ
に
相
応
す
る
金
高
で
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
消
極
性
計
算
区
分
項
目
を
設
け
る
も
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の
と
す
る
。

　
　
三
二
ｄ
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
對
照
表
の
檢
査
費
用

　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
検
査
費
用
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
自
体
に
は
消
極
側
に
計
上
す
る
必
要

は
な
い
。
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
の
検
査
費
用
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
消
極
性
計
算
区
分
項
目

と
し
て
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
訳
者
註
）
以
上
の
回
目
を
、
第
三
十
二
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
第
三
十
条
関
係

　
　
四
八
ａ
、
有
り
得
べ
き
工
場
解
體
の
顧
慮

　
有
り
得
べ
き
工
場
解
体
は
、
正
規
簿
記
の
諸
原
則
に
従
っ
て
必
要
と
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に

お
い
て
、
引
当
金
に
よ
り
こ
れ
を
顧
慮
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
作
成
ま
で
に
、
解
体
が
行
わ

れ
な
い
こ
と
が
確
定
す
る
と
き
は
、
引
当
金
の
設
定
は
こ
れ
を
度
外
視
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
四
十
八
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
第
四
十
三
条
関
係

　
　
五
一
ａ
、
自
己
株
の
取
扱

　
第
四
十
三
条
に
従
い
自
己
株
を
消
却
し
た
と
き
は
、
第
三
十
六
条
乃
至
第
三
十
八
条
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
の
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ

ル
ク
に
よ
る
名
目
資
本
に
代
え
て
、
消
却
に
よ
り
生
ず
る
よ
り
低
い
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
の
名
目
資
本
と
す
る
も
の
と
す
る
。
資
本

減
価
勘
定
は
、
名
目
資
本
の
う
ち
株
式
の
消
却
に
よ
っ
て
除
去
せ
ら
れ
る
部
分
に
充
て
、
除
去
せ
ら
れ
た
部
分
を
他
の
社
員
に
移
転
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せ
し
め
る
よ
う
こ
れ
を
用
い
て
は
ら
な
な
い
。

　
（
訳
者
註
）
第
五
十
一
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
　
五
二
、
組
織
變
更
と
新
決
定

　
第
四
十
五
条
第
一
項
は
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
五
号
に
よ
り
新
措
辞
に
改
正
せ
ら
れ
た
。
第
四
十
五
条

に
よ
る
組
織
変
更
の
税
務
上
の
取
扱
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
八
条
乃
至
第
十
一
条
お
よ
び
第
十
四
条
に
規
定

せ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
第
五
十
二
目
の
暫
定
的
指
示
を
右
の
よ
う
に
改
正
し
た
も
の
。
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
に
つ
い
て
は
、
前
回

　
　
拙
稿
の
「
小
引
」
を
参
照
。

　
　
五
二
ａ
、
資
本
會
社
へ
の
譲
渡
を
伴
う
組
織
變
更

　
組
織
変
更
に
当
り
、
資
本
会
社
の
財
産
が
他
の
資
本
会
社
に
譲
渡
せ
ら
れ
る
と
き
は
（
第
四
十
五
条
第
一
項
、
譲
渡
を
伴
う
組
織

変
更
）
、
規
織
を
変
更
す
る
資
本
会
社
が
一
九
四
八
年
六
月
二
十
一
日
に
つ
き
作
成
す
べ
き
開
始
貸
借
対
照
表
に
は
、
自
己
資
本
は

こ
れ
を
商
法
の
特
別
規
定
に
よ
っ
て
分
類
し
て
示
す
こ
と
を
要
し
な
い
。
自
己
資
本
の
表
示
の
為
に
は
一
個
の
勘
定
を
以
っ
て
す
れ

ば
足
り
る
。

　
　
五
二
ｂ
、
遡
及
す
る
組
織
變
更

　
］
‥
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
の
措
辞
に
よ
る
第
四
十
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
譲
渡
を
伴
う
組
織
変
更
に
は
、
そ
の
作

成
日
が
組
織
変
更
の
登
記
の
日
よ
り
最
高
四
ヵ
月
以
前
に
あ
る
組
織
変
更
貸
借
対
照
表
が
そ
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら

れ
て
い
る
。
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�
登
記
裁
判
所
は
若
干
の
場
合
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
組
織
変
更
貸
借
対
照
表
と
し
て
そ
の
基
礎
と
し
た
上
で
、

譲
渡
を
伴
う
組
織
変
更
を
登
記
し
た
。
こ
れ
等
の
場
合
に
は
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
十
四
条
に
よ
り
、
そ
の
作
成

日
が
組
織
変
更
の
登
記
の
日
よ
り
前
四
カ
月
を
超
え
な
い
貸
借
対
照
表
を
、
組
織
変
更
貸
借
対
照
表
と
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
と
す

る
。
簡
素
化
の
理
由
か
ら
、
最
後
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
決
算
書
を
、
こ
れ
等
が
四
カ
月
の
期
間
内
に
お
け
る
も
の
で
な
い
場
合
に

も
、
組
織
変
更
貸
借
対
照
表
と
し
て
そ
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
目
異
る
法
律
形
態
へ
の
組
織
変
更
（
第
四
十
五
条
第
二
項
）
に
あ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
組
織
変
更
貸

借
対
照
表
と
し
て
そ
の
基
礎
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
五
二
ｃ
、
譲
渡
を
受
け
る
團
體
の
貸
借
對
照
表
作
成
義
務

　
第
四
十
五
条
第
一
項
に
よ
る
組
織
変
災
に
当
り
、
資
本
会
社
の
財
産
が
団
体
税
法
第
一
条
の
意
味
に
お
け
る
団
体
に
譲
渡
せ
ら
れ

る
と
き
は
（
譲
渡
を
伴
う
組
織
変
更
）
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
十
四
条
を
適
用
す
る
。
組
織
変
更
貸
借
対
照
表

は
こ
の
場
合
、
譲
渡
を
受
け
る
団
体
が
こ
れ
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
組
織
変
更
後
の
資
本
会
社
を
管
轄
す
る
財
務
官
庁
に
こ
れ
を

提
出
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
　
五
二
ｄ
、
組
織
變
更
後
の
第
四
十
七
條
の
適
用

　
第
六
十
二
目
ｃ
を
参
照
。

　
（
訳
者
註
）
以
上
四
目
を
第
五
十
二
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
第
四
十
七
条
関
係

　
　
五
三
、
外
國
通
貨
に
對
す
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
爲
替
相
場
の
變
動
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第
四
十
七
条
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
六
号
乃
至
第
八
号
に
よ
り
、
新
措
辞
と
な
っ
た
。

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
追
っ
て
規
定
す
る
と
の
暫
定
的
処
置
を
改
め
て
補
完
法
の
関
係
条
項
を
示
し
、
法
第
四
十
七
条
の
改
正
を
指
示
し
た
も
の
。

　
第
七
十
三
条
関
係

　
　
五
四
、
数
量
上
の
貸
借
對
照
表
繼
續
性

　
�
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
の
基
礎
と
せ
ら
れ
る
財
産
目
録
に
掲
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
後
よ
り
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
財
産
諸
物
件
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
訳
者
註
）
第
二
項
と
し
て
新
た
に
追
加
せ
ら
れ
た
も
の
。

　
　
五
五
、
社
内
借
入
金

　
日
資
本
会
社
に
お
い
て
社
内
借
入
金
が
、
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
よ
り
高
い
割
合
で
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル

ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
引
継
が
れ
た
と
き
は
、
第
五
項
を
除
き
、
実
際
の
計
上
金
額
と
一
〇
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
・
マ

ル
ク
の
割
合
で
換
算
せ
ら
れ
た
金
額
と
の
差
額
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
時
期
に
お
け
る
隠
蔽
せ
ら
れ
た
利
益
流
出
と
し
て
取
扱
う
も

の
と
す
る
。

　
�
前
項
の
利
益
流
出
は
、
借
入
金
と
し
て
債
務
者
と
な
っ
て
い
る
資
本
会
社
の
税
務
上
の
利
益
に
は
、
そ
れ
が
利
益
を
減
じ
た
も

の
で
は
な
い
と
の
理
由
に
よ
り
、
加
算
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
債
務
者
の
側
に
団
体
税
法
第
十
七
条
に
よ
る
最
低
課
税
の
前

提
の
存
す
る
と
き
は
、
よ
り
高
い
換
算
は
最
低
課
税
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

　
�
社
員
の
貸
付
債
権
が
、
そ
の
利
益
の
所
得
税
法
第
四
条
第
一
項
若
く
は
第
五
条
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
経
営
財
産
に
属
す
る

と
き
は
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
よ
り
、
よ
り
高
い
換
算
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
は
、
貸
付
債
権
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
開
始
貸
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借
対
照
表
の
作
成
ま
で
に
当
事
者
の
合
意
が
な
さ
れ
る
限
り
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
遡
っ
て
関
係
せ
し
め
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
社
員
に
は
隠
蔽
せ
ら
れ
た
利
益
流
出
は
存
在
し
な
い
。
よ
り
高
く
換
算
せ
ら
れ
た
貸
付
債
権
は
、
一
九
四
八

年
六
月
二
十
一
日
よ
り
財
産
の
租
税
を
負
担
す
る
。

　
固
社
員
の
貸
付
債
権
が
、
そ
の
利
益
の
所
得
税
法
第
四
条
第
一
項
若
く
は
第
五
条
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
経
営
財
産
に
属
し
な

い
と
き
は
、
社
員
は
自
己
に
隠
蔽
せ
ら
れ
た
利
益
流
出
分
と
し
て
流
入
す
る
金
額
に
つ
き
、
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
る
。
原
則
と
し
て

よ
り
高
い
換
算
の
合
意
が
行
わ
れ
た
時
を
以
っ
て
、
こ
の
流
入
の
時
期
と
す
る
。

　
㈲
一
九
三
四
年
十
月
十
六
日
付
資
本
取
引
税
法
（
ラ
イ
ヒ
法
令
公
報
Ｉ
一
〇
五
八
頁
）
第
三
条
の
意
味
に
お
け
る
参
加
類
似
の
貸

付
金
に
は
、
貸
付
金
が
資
本
の
新
ら
し
く
決
定
せ
ら
れ
る
よ
り
は
高
い
割
合
で
換
算
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
、
第
一
項
乃
至
第

四
項
は
適
用
せ
ら
れ
な
い
。

　
（
訳
者
註
）
本
目
も
フ
ァ
ル
ク
の
採
録
で
は
、
補
充
変
更
を
示
す
よ
う
イ
タ
リ
ッ
ク
に
て
表
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
旧
令
第
五
十
五
目
が
右
の
よ

　
　
う
に
改
正
せ
ら
れ
た
こ
と
は
旧
令
と
の
対
照
上
明
白
で
あ
る
。
な
お
前
回
拙
稿
に
お
け
る
社
員
貸
付
金
は
こ
れ
を
社
内
借
入
金
に
訂
正
す
る
。

　
　
五
六
、
所
得
税
法
第
四
條
第
一
項
に
よ
り
利
益
決
定
を
な
す
納
税
義
務
者
へ
の
適
用

　
�
爾
今
、
第
七
十
四
条
第
四
項
を
改
め
て
新
措
辞
と
し
た
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
二
十
号
を
参
照
の
こ

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
も
の
を
第
一
項
と
し
、
そ
の
後
に
こ
の
第
二
項
を
付
加
し
た
も
の
。

　
　
五
七
、
資
本
減
價
勘
定
又
は
資
本
欠
缺
勘
定
の
消
去
の
税
務
上
の
効
果

　
口
爾
今
、
第
七
十
三
条
第
三
項
を
補
充
し
た
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
弟
七
条
第
十
七
号
を
参
照
の
こ
と
。
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（
訳
者
註
）
旧
令
の
も
の
を
第
一
項
と
し
、
こ
の
第
二
項
を
加
え
た
も
の
。

　
　
五
八
　
金
額
引
上
の
財
産
税
に
及
ぼ
す
効
果

　
口
爾
今
、
第
七
十
三
条
第
一
項
お
よ
び
第
四
項
に
お
け
る
「
所
得
、
収
益
お
よ
び
財
産
」
を
「
所
得
お
よ
び
収
益
」
に
改
め
た
ド

イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
十
六
号
を
参
照
の
こ
と
。

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
も
の
を
第
一
項
と
し
、
こ
の
第
二
項
を
新
た
に
付
加
し
た
も
の
。
な
お
フ
ァ
ル
ク
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
目
に
続
け
て
更
に

　
　
数
行
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
第
二
十
九
目
ａ
よ
り
ｄ
に
対
す
る
筆
者
註
の
後
半
と
同
様
。

　
　
六
〇
、
損
失
控
除

　
�
爾
今
、
第
七
十
四
条
第
四
項
を
改
め
て
新
措
辞
と
し
た
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
二
十
号
を
参
照
の
こ

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
も
の
を
第
一
項
と
し
、
こ
の
第
二
項
を
追
加
。

　
第
七
十
四
条
関
係

　
　
六
一
ａ
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
對
照
表
の
變
更

　
］
‥
税
務
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
変
更
は
、
第
四
十
七
条
に
よ
る
計
上
金
額
の
修
正
の
場
合
の
外
は
、
所
得
税
法
第

四
条
第
二
項
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
な
し
得
る
も
の
と
す
る
。
一
九
四
九
年
お
よ
び
一
九
四
八
年
の
所
得
税
通
達
Ⅱ
第
十
八
目
の

諸
原
則
は
、
こ
れ
を
顧
慮
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
�
税
務
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
が
、
経
営
検
査
に
よ
っ
て
修
正
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
計
上
金
額
が
ラ
イ
ヒ
ス

・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
の
計
上
金
額
を
標
準
と
す
る
限
り
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
上
の
計
上
金
額
の
変
更
に
対
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す
る
納
税
義
務
者
の
申
出
に
応
ず
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
一
ｂ
、
過
大
の
計
上
金
額

　
日
団
体
の
場
合
、
法
律
上
許
容
せ
ら
れ
な
い
計
上
金
額
が
、
名
目
資
本
お
よ
び
法
定
積
立
金
の
過
大
な
決
定
を
招
来
せ
し
め
て
い

る
と
き
は
、
税
務
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
積
極
側
に
、
過
大
評
価
の
高
に
当
る
相
殺
項
目
を
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
相
殺
項
目
を
税
務
上
、
第
三
十
六
条
の
意
味
に
お
け
る
資
本
減
価
勘
定
の
如
く
取
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
相
殺
項
目
は

む
し
ろ
名
目
資
本
と
法
定
積
立
金
と
に
対
す
る
純
然
た
る
修
正
項
目
た
る
も
の
と
す
る
。

　
�
租
税
基
本
法
第
二
十
二
条
の
規
定
（
租
税
上
の
秘
密
の
確
保
）
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
に
よ
り
許
容
せ
ら
れ
て

い
な
い
計
上
金
額
を
、
登
記
裁
判
所
へ
通
告
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

　
（
訳
者
註
）
以
上
二
目
を
第
六
十
一
目
の
次
に
追
加
。

　
六
二
、
第
四
十
七
條
に
よ
る
修
正
の
税
務
上
の
効
果

　
爾
今
、
第
七
十
四
条
第
三
項
第
一
段
を
改
め
て
新
措
辞
と
し
た
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
第
七
条
第
十
九
号
を
参
照

の
こ
と
。

　
（
訳
者
註
）
旧
令
の
第
二
項
の
次
に
行
を
改
め
て
右
を
追
加
。

　
六
二
ａ
、
第
四
十
七
條
の
場
合
に
お
け
る
修
正
の
強
制

　
］
」
第
四
十
七
条
第
一
項
ａ
号
乃
至
ｄ
号
に
か
か
げ
る
財
産
諸
物
件
の
計
上
金
額
の
変
更
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
失
が
資
本
減

価
勘
定
に
組
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
と
雖
も
、
第
四
十
七
条
の
意
味
に
お
け
る
修
正
と
す
る
。

　
�
正
規
簿
記
の
諸
原
則
に
し
た
が
い
、
過
大
の
計
上
金
額
は
常
に
修
正
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
故
に
第
四
十
七
条
第
二
項
の
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各
場
合
は
、
第
七
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
と
の
関
連
に
お
い
て
、
常
に
税
務
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
修
正
を
、

従
っ
て
ま
た
税
務
上
影
響
の
な
い
取
扱
を
、
招
来
す
る
。

　
�
第
四
十
七
条
第
一
項
の
各
場
合
に
お
い
て
は
、
正
規
簿
記
の
諸
原
則
に
よ
り
、
過
少
の
計
上
金
額
よ
り
生
ず
る
利
益
の
実
現
以

前
に
は
、
修
正
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
修
正
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
税
務
上
は
第
七
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
よ
り
同
様

に
常
に
、
税
務
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
修
正
と
な
る
。

　
固
第
四
十
七
条
は
、
財
産
諸
物
件
が
後
の
年
度
貸
借
対
照
表
の
作
成
日
に
は
現
存
し
な
い
と
き
（
例
え
ば
売
却
そ
の
他
に
よ
り
）

に
お
い
て
も
適
用
せ
ら
れ
る
。

　
六
ニ
ｂ
、
第
二
十
二
條
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
十
七
條
に
よ
る
修
正

　
第
二
十
二
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
よ
り
暫
定
的
に
評
価
せ
ら
れ
る
有
価
証
券
が
、
そ
の
最
終
決
定
的
評
価
の
法
律
に
よ
る
規

制
以
前
に
売
却
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
売
却
に
よ
り
生
ず
る
暫
定
的
利
益
も
し
く
は
損
失
に
つ
い
て
は
、
消
極
性
又
は
積
極
性
の
貸
借

対
照
表
上
の
相
殺
項
目
を
設
け
、
最
終
決
定
的
金
額
の
確
定
後
に
こ
れ
を
消
去
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
二
ｃ
、
組
織
變
更
後
の
第
四
十
七
條
の
適
用

　
第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
組
織
変
更
の
行
わ
れ
た
後
に
お
い
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。
従
っ
て
組
織
変
更
後
の
資
本
会
社
の
ド
イ

ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
も
、
こ
れ
を
修
正
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
二
ｄ
、
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る
財
産
諸
物
件
に
つ
い
て
の
第
四
十
七
條
に
よ
る
修
正

　
税
務
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
第
七
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
よ
る
修
正
は
、
ベ
ル
リ
ン
（
西
部
）
に
お
け
る

財
産
諸
物
件
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
但
し
過
大
な
ら
び
に
過
少
の
計
上
金
額
の
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸

-一一157一一－



借
対
照
表
に
対
す
る
効
果
を
伴
っ
て
の
修
正
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
以
上
四
目
を
第
六
十
二
目
の
次
に
新
た
に
追
加
。

　
第
七
十
四
条
第
五
項
お
よ
び
第
七
十
五
条
第
三
項
関
係

　
六
三
ａ
、
分
散
地
に
お
け
る
最
高
價
格
お
よ
び
基
準
價
格
の
計
算

　
分
散
地
に
つ
き
例
外
的
に
特
別
の
統
一
価
格
が
決
定
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
統
一
価
格
は
最
高
価
格
お
よ
び
基
準
価
格
の
計
算

に
当
っ
て
は
、
納
税
義
務
者
の
主
要
経
営
の
統
一
価
格
に
加
算
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｂ
、
用
役
賃
貸
借
の
土
地
お
よ
び
そ
の
構
成
部
分
の
地
表
に
お
け
る
最
高
価
格
お
よ
び
基
準
價
格
の
計
算

　
日
用
役
賃
貸
借
の
土
地
お
よ
び
そ
の
構
成
部
分
の
地
表
に
あ
っ
て
は
、
建
物
の
価
格
は
原
則
と
し
て
賃
借
人
の
固
有
の
経
営
の
統

一
価
格
を
基
礎
と
し
て
の
み
こ
れ
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
用
役
賃
借
の
地
表
の
統
一
価
格
の
、
賃
借
人
の
固
有
の
経
営
の
統
一

価
格
へ
の
加
算
は
、
用
役
賃
借
の
地
表
が
建
物
の
台
地
を
な
さ
ず
、
建
物
の
過
剰
に
よ
る
加
算
が
、
賃
借
人
の
固
有
の
経
営
の
統
一

価
格
に
対
し
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
場
合
に
考
慮
せ
ら
れ
る
。

　
�
賃
借
人
の
側
に
お
け
る
無
生
物
の
評
価
に
当
っ
は
、
用
役
賃
借
の
地
表
の
統
一
価
格
を
、
賃
借
人
の
固
有
の
経
営
の
統
一
価
格

に
加
え
た
も
の
よ
り
出
発
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｃ
、
ラ
イ
ヒ
評
價
法
第
三
十
三
條
に
よ
る
最
低
評
價
に
お
け
る
計
上
金
額

　
‥
｝
一
最
高
価
格
お
よ
び
基
準
価
格
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
最
低
評
価
の
場
合
に
お
い
て
も
決
定
し
た
統
一
価
格
よ
り
出
発
す
る
も
の

と
す
る
。

　
に
こ
れ
は
又
、
い
わ
ゆ
る
混
合
経
営
（
第
七
十
四
条
第
五
項
第
三
号
）
に
関
す
る
場
合
に
も
適
用
す
る
。
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六
三
ｄ
、
ラ
イ
ヒ
評
價
法
第
四
十
條
第
一
号
に
よ
る
統
一
價
格
の
減
額
の
場
合
の
建
物
お
よ
び
無
生
物
の
評
價

　
第
七
十
四
条
第
五
項
第
一
号
お
よ
び
第
七
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に
よ
り
、
統
一
価
格
の
百
分
率
の
計
算
に
当
っ
て
は
、
付
加
額

の
み
が
考
慮
外
に
置
か
れ
る
。
ラ
イ
ヒ
評
価
法
第
四
十
条
第
一
号
に
よ
る
減
額
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
減
額
分
だ
け
減
少
せ
ら

れ
た
統
一
価
格
よ
り
出
発
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｅ
、
統
一
價
格
の
百
分
率
に
よ
る
建
物
價
格
の
算
出

　
日
第
七
十
四
条
第
五
項
第
一
号
に
か
か
げ
る
百
分
率
の
使
用
に
よ
り
生
ず
る
価
格
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
最
高

価
格
と
す
る
。
こ
の
最
高
価
格
に
は
、
建
築
中
の
建
物
も
含
ま
れ
る
。
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
こ
れ
を
準
用
す
る
。

　
�
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
そ
の
適
用
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
六
三
ｆ
、
第
十
八
條
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
他
の
經
營
施
設

　
］
」
第
十
八
条
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
他
の
経
営
施
設
と
は
、
な
か
ん
づ
く
穀
倉
、
桓
、
灌
水
お
よ
び
排
水
設
備
、
水
肥
設
備
、
肥

溜
、
乾
燥
お
よ
び
冷
却
装
置
、
温
室
、
温
床
箱
、
温
床
、
日
蔭
栽
培
場
、
簡
単
な
越
冬
小
屋
で
あ
る
。

　
�
設
備
財
産
の
そ
の
他
の
諸
物
件
の
評
価
に
当
り
、
建
物
も
し
く
は
経
営
施
設
へ
の
そ
れ
等
の
帰
属
に
関
し
て
疑
問
の
生
ず
る
限

り
、
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
こ
れ
等
の
物
件
の
取
扱
を
、
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
六
三
ｇ
、
可
動
性
設
備
財
産
に
お
け
る
確
定
價
格

　
従
未
確
定
価
格
勘
定
に
計
上
せ
ら
れ
て
い
た
可
動
性
設
備
財
産
た
る
諸
物
件
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
へ
も
第
十

八
条
の
範
囲
内
に
て
、
確
定
価
格
を
も
っ
て
引
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

　
六
三
ｈ
、
第
十
八
條
に
よ
る
家
畜
の
評
價
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‥
｛
‥
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
は
、
一
動
物
の
個
別
評
価
か
ら
平
均
評
価
に
移
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ

・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
は
、
特
に
高
価
な
家
畜
に
関
す
る
限
り
、
従
来
の
平
均
評
価
か
ら
個
別
評
価
に
移
る
こ
と
も

で
き
る
。

　
�
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
上
選
定
せ
ら
れ
た
評
価
方
法
は
、
将
来
も
こ
れ
を
継
続
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｉ
、
園
芸
經
營
に
お
け
る
植
物
手
持
高
の
評
價

　
経
営
に
お
い
て
果
実
を
生
産
す
る
よ
う
定
め
た
果
樹
又
は
持
続
性
栽
培
物
は
、
可
動
性
設
備
財
産
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。
販

売
用
と
定
め
た
植
物
手
特
高
、
例
え
ば
苗
床
樹
本
の
在
高
は
、
棚
卸
財
産
と
し
て
取
扱
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｋ
、
採
堀
用
土
地
に
お
け
る
評
價

　
ラ
イ
ヒ
評
価
法
施
行
令
第
十
三
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
お
よ
び
第
二
十
八
条
に
従
っ
て
、
採
堀
用
土
地
が
区
別
し
て
評
価

せ
ら
れ
た
と
き
は
、
採
堀
用
土
地
に
属
す
る
建
物
の
評
価
は
、
第
七
十
四
条
第
五
項
第
二
号
に
従
う
。
建
物
お
よ
び
可
動
性
設
備
財

産
に
対
す
る
基
準
価
格
は
、
第
七
十
五
条
第
三
項
第
三
号
お
よ
び
第
五
号
に
よ
り
規
制
せ
ら
れ
る
。
鉱
産
物
（
例
え
ば
石
灰
、
砂
、

砂
利
、
泥
灰
石
、
粘
土
、
泥
炭
）
は
、
一
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
割
合
で
、
税
務
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結

貸
借
対
照
表
の
金
額
を
最
高
限
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
こ
れ
を
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。
第
七
十
五
条
第

三
項
第
二
号
に
よ
る
加
算
額
の
計
算
に
当
っ
て
は
、
鉱
産
物
は
こ
れ
を
考
慮
し
な
い
。

　
六
三
Ｉ
、
火
酒
醸
造
場
增
額
の
場
合
の
評
價

　
日
火
酒
醸
造
場
の
存
在
が
、
ラ
イ
ヒ
評
価
法
第
四
十
条
第
一
号
に
よ
る
増
額
に
よ
っ
て
考
慮
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
増
額
は
こ
れ
を

火
酒
醸
造
場
用
の
建
物
、
機
械
お
よ
び
火
酒
醸
造
権
に
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。
建
物
お
よ
び
機
械
に
つ
い
て
の
火
災
保
険
価
額
な
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ら
び
に
火
酒
醸
造
権
の
普
通
価
値
は
、
増
額
の
配
分
に
つ
い
て
の
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
成
す
。
火
酒
醸
造
権
の
普
通
価
値
と
し

て
、
百
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
五
〇
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
額
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
�
増
額
の
う
ち
火
酒
醸
造
権
に
配
分
せ
ら
れ
た
部
分
は
、
一
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
割
合
で
換
算
し
た
ラ

イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
終
結
貸
借
対
照
表
の
金
額
を
最
高
限
と
し
て
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
目
第
七
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
増
額
の
計
算
に
当
っ
て
は
、
火
酒
醸
造
権
は
こ
れ
を
計
算
に
入
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
六
三
ｍ
、
棚
卸
財
産

　
棚
卸
財
産
は
第
二
十
条
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
動
物
特
に
屠
畜
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
等
が
第
七
十
四
条
第
五
項
第
四
号
に
よ
る
可

動
性
設
備
財
産
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
な
い
限
り
、
亦
同
様
と
す
る
。

　
六
三
ｎ
、
木
材
在
高
の
評
價

　
農
林
業
財
産
に
属
す
る
木
材
在
高
は
、
一
九
四
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
得
ら
れ
た
最
低
の
実
際
の
売
上
高
か
ら
、
取
引
上
通

例
の
総
益
額
を
控
除
し
て
計
上
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
経
営
側
に
売
上
高
の
な
い
と
き
は
、
他
の
経
営
の
売
上
高
を
そ
の
基
礎
と
す

る
も
の
と
す
る
。
取
引
上
通
例
の
総
益
額
の
算
出
に
当
っ
て
は
、
売
上
高
の
百
分
の
一
〇
乃
至
一
五
の
率
よ
り
出
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
六
三
ｏ
、
農
地
資
本
相
殺
項
目
の
評
價

　
一
九
三
八
年
七
月
二
十
三
日
付
、
財
政
省
告
示
、
二
一
四
一
―
七
〇
頁
Ⅲ
、
ａ
の
第
一
号
（
ラ
イ
ヒ
租
税
公
報
、
一
九
三
八
年
、

七
二
一
頁
）
に
よ
れ
ば
、
会
計
年
度
の
途
中
に
賃
借
権
を
取
得
し
且
つ
後
日
に
お
い
て
取
得
に
相
当
す
る
時
点
に
再
び
こ
れ
を
放
棄
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す
べ
き
農
業
経
営
の
賃
借
人
は
、
開
始
お
よ
び
最
終
の
端
数
会
計
年
度
に
お
け
る
成
果
の
相
殺
の
た
め
に
、
開
始
時
の
端
数
会
計
年

度
末
の
財
産
一
覧
表
に
、
取
得
し
た
賃
借
地
の
整
理
に
因
っ
て
開
始
時
の
端
数
会
計
年
度
中
に
生
じ
た
費
用
の
高
ま
で
を
限
っ
て
、

一
の
所
有
項
目
を
か
か
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
続
く
各
年
度
を
通
じ
不
変
の
ま
ま
こ
れ
を

継
続
し
、
最
終
の
端
数
会
計
年
度
に
お
い
て
、
当
該
期
の
利
益
に
課
し
て
こ
れ
を
消
去
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク

終
結
貸
借
対
照
表
に
表
示
せ
ら
れ
た
農
地
資
本
相
殺
項
目
は
、
一
ラ
イ
ヒ
ス
・
マ
ル
ク
対
一
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
割
合
で
ド
イ
ツ
・

マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
引
継
い
で
も
差
支
え
な
い
。

　
六
三
ｐ
、
農
業
に
お
け
る
計
算
區
分
項
目

　
第
七
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
増
額
の
計
算
に
お
い
て
は
、
計
算
区
分
項
目
は
こ
れ
を
計
算
に
入
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
以
上
ａ
よ
り
ｐ
に
至
る
合
計
十
五
目
が
、
新
た
に
第
七
十
四
条
第
五
項
お
よ
び
第
七
十
五
条
第
三
項
関
係
と
し
て
付
加
せ
ら
れ
た
。

　
第
七
十
五
条
関
係

　
六
四
、
計
上
金
額
の
結
合

　
㈲
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
計
上
金
額
の
財
産
一
覧
表
に
お
け
る
計
上
金
額
と
の
結
合
の
原
則
は
、
積
極
側
の
み
な

ら
ず
消
却
側
に
も
お
よ
ぶ
。
故
に
経
営
財
産
の
統
一
価
格
の
確
定
に
当
っ
て
考
慮
す
べ
き
、
消
極
項
目
に
対
す
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク

開
始
貸
借
対
照
表
上
の
計
上
金
額
は
、
第
七
十
五
条
の
よ
り
広
汎
な
前
提
の
下
に
、
財
産
の
租
税
に
つ
い
て
も
ま
た
基
準
と
な
る
。

消
極
側
に
つ
い
て
の
最
低
金
額
は
、
積
極
側
に
つ
い
て
の
最
高
金
額
に
該
当
す
る
。
従
っ
て
原
則
的
に
は
消
極
側
に
つ
い
て
も
、
ド

イ
ツ
・
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
計
上
金
額
が
基
準
と
な
る
。
但
し
ラ
イ
ヒ
評
価
法
の
規
定
に
よ
り
基
準
と
な
る
金
額
、

も
し
く
は
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
法
に
よ
り
生
ず
る
最
低
価
格
が
よ
り
高
い
と
き
は
こ
の
よ
り
高
い
金
額
を
、
最
高
限
と
し
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て
計
上
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
六
十
四
目
中
第
五
項
の
み
を
右
の
通
り
改
正
。

　
第
八
十
条
関
係

　
六
五
ａ
、
解
　
　
散

　
曰
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
の
措
辞
に
お
け
る
第
八
十
条
第
一
項
に
よ
り
、
そ
の
資
本
関
係
の
新
決
定
に
関
す
る
決

議
を
、
一
九
五
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
商
業
登
記
簿
へ
の
登
録
の
為
に
登
記
裁
判
所
へ
届
出
で
な
か
っ
た
資
本
会
社
は
、
こ
の
日

の
経
過
と
共
に
解
散
す
る
。
第
八
十
条
第
四
項
に
よ
り
、
協
同
組
合
に
つ
い
て
も
亦
同
様
と
す
る
。

　
�
資
本
会
社
お
よ
び
協
同
組
合
は
、
税
務
上
に
お
い
て
も
こ
の
時
以
降
解
散
せ
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
資
本
会
社
に
は
団
体
税
法

第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
団
体
税
法
第
十
四
条
を
協
同
組
合
に
も
準
用
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
目
清
算
期
間
は
、
一
九
五
一
年
七
月
一
日
を
含
む
会
計
年
度
の
開
始
と
共
に
開
始
す
る
。

　
固
一
九
五
一
年
六
月
三
十
日
を
以
っ
て
解
散
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
資
本
会
社
も
し
く
は
協
同
組
合
は
、
一
九
四
八
年
六
月
二
十

一
日
付
で
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
べ
き
も
の
と
し
、
こ
れ
に
は
自
己
資
本
を
、
商
法
の
特
別
規
定
に
よ
っ
て
分
類
し
て
示
す
こ

と
を
必
要
と
し
な
い
。
自
己
資
本
の
表
示
の
為
に
は
一
個
の
勘
定
を
以
っ
て
す
れ
ば
足
り
る
。

　
（
訳
者
註
）
第
八
十
条
関
係
と
し
て
本
目
を
新
た
に
追
加
。

　
衡
平
の
基
準

　
六
六
、
第
二
十
條
に
お
け
る
苛
酷
の
各
場
合

　
原
則
と
し
て
最
終
決
定
的
の
衡
平
の
告
示
は
、
負
担
調
整
法
の
施
行
前
に
は
こ
れ
を
な
さ
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
訳
者
註
）
第
六
十
六
目
第
二
項
の
次
に
別
行
と
し
て
右
を
追
加
。

　
な
お
こ
の
通
達
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
補
完
法
に
次
い
で
、
そ
の
第
二
次
お
よ
び
第
三
次
の
も
の
が
已
に
公
に
せ
ら
れ
、
こ

れ
等
の
拙
訳
も
ま
た
已
に
発
表
し
て
お
い
た
が
、
（
「
会
計
」
三
十
三
年
一
月
号
、
税
経
通
信
三
十
三
年
三
月
号
お
よ
び
四
月
号
）
何
れ
も
こ
の
通

達
の
改
正
後
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
関
す
る
限
り
関
係
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
三
年
八
月
）
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